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設計・工事監理の適正な契約締結について 
 
 
 安心・安全で質の高い建築物が発注者に提供されるためには、建築士による設計・工

事監理が適切に行われることが必要であり、そのためには、設計・工事監理業務の委託

契約の締結が適正に行われることが重要です。このため、延べ面積 300 ㎡を超える建築

物についての書面による契約締結の義務や、国土交通大臣の定める報酬の基準に準拠し

た適正な委託代金での契約締結の努力義務等が規定された改正建築士法が、平成２７年

６月２５日から施行されています。 
改正建築士法の施行より１年が経過し、建築士に対しては一定程度の周知は進んでい

るものの、適正な契約締結のためには、発注者の皆様のご理解、ご協力が必要な状況に

あります。 
貴団体におかれましては、下記の点について会員の皆様へ周知いただき、設計・工事

監理の適正な契約締結にご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 
 

記 
 
１． 延べ面積 300 ㎡を超える建築物については書面による契約締結をすること 
 事後のトラブルや損害の発生を未然に防止するためには、委託する業務の具体的な

内容や方法について十分に理解し、合意した上で契約を締結することが重要です。 
 延べ面積 300 ㎡を超える建築物の設計・工事監理業務の委託契約にあたっては、書

面による契約締結の徹底をお願いいたします。 
 なお、300 ㎡以下の建築物についても、法律上の義務はありませんが、トラブル防

止のためにも書面による契約締結が望ましいと考えています。 
 
２． 国土交通省の定める報酬の基準に準拠した委託代金での契約締結に努めること 

設計・工事監理の質の確保のためには、適正な委託代金で業務が発注されることが重

要であり、そのため、設計・工事監理の業務報酬基準が国土交通大臣により定められて

います（平成２１年国土交通省告示第１５号）。 
設計・工事監理の業務が適切かつ円滑に実施されるためにも、設計・工事監理業務の

委託契約にあたっては、業務報酬基準の積極的なご活用をお願いいたします。 
  



業務報酬基準について

建築士事務所における業務の適正化を担保するとともに、建築主にとっても委託する設計業務や工事監理業務の報酬決定に
際しての目安となるものとして、建築士法第25条に基づき定められています。
設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、業務報酬基準に準拠した委託代金で契約を締結するよう努め
なければなりません（建築士法第22条の３の４）。

建築士法第25条
国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる
報酬の基準を定めることができる。

平成21年国土交通省告示第15号 （平成21年1月7日公布・施行）
建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準

告示

●告示に定める業務報酬の算定方法

告示には実費加算方法と略算方法の２つの算出方法が示されており、業務報酬の原則的な算出方法と
して実費加算方法、簡便に業務経費を積算する方法として略算方法が定められています。
なお、告示には略算方法の算出に用いる、標準業務内容に応じた標準業務量が示されております。

① 実費加算方法：直接人件費、直接経費、間接経費等の各経費等について相当する額を個別に
積み上げて算出する方法

② 略算方法 ：直接人件費を標準業務内容に応じた標準業務量（人・時間）に人件費を乗じる方法






